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第７７号 （令和４年９月５日）

https://www.nenkin.go.jp

アカウント（@Nenkin_Kikou ）

■ はじめに

■ 機構からの連絡

・ 各種取組事業のスケジュールについて

・ 『令和５年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』 を送付します

・ 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を発送します

・ 国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書等の様式を変更します

・ 予約による年金相談周知用チラシ及びポスターの変更

・ 日本年金機構ホームページの「市区町村国民年金事務担当者の方へ」をリニューアルしました

・ 11月は「ねんきん月間」、11月30日（いいみらい）は「年金の日」です！

■ 障害年金講座

■ 広報の広場

■ 地域の独自情報

■ 編集後記

皆様こんにちは！9月号の「かけはし」をお届けします。

さて、本号では、「令和5年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」や「社会保険料

（国民年金保険料）控除証明書」に関する内容のほか、「国民年金保険料口座振替納付（変

更）申出書」等の様式変更に関する内容を掲載しています。

また、障害年金講座では、緊急事態宣言解除後の対応についてお伝えしています。

ぜひ日々の業務にお役立てください。

引き続き、市区町村の皆様との「かけはし」となるよう努めてまいりますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。
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【記号の区分】

■（定例）…毎年定例の実施分、●（単発）…今回限りの単発実施分、▲（新規）…新規の実施分
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機構からの連絡

各種取組事業のスケジュールについて

（事業推進統括部）

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

日本年金機構において、令和４年９月から令和４年11月に実施を予定している取組事業

や各種発送物の送付時期につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

※ 変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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令和４年 9月

令和４年 10月

令和４年 11月

■（定例）令和5年分扶養親族等申告書の送付

→ 詳細は、本誌３～６頁をご確認ください。

■（定例）年金生活者支援給付金の請求書（ターンアラウンド様式）の送付

■（定例）国民年金保険料の免除等申請勧奨を実施（ターンアラウンド申請用紙の送付）

■（定例）社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付

→ 詳細は、本誌７～９頁をご確認ください。

■（定例）ねんきん月間・年金の日（１１月３０日）

→ 詳細は、本誌20頁をご確認ください。



『令和５年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』を送付します

（特定事業部）
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令和４年9月16日（金）から、順次、下記の送付対象者に令和５年分扶養親族等申告

書（以下「申告書」という。）を送付します。

9月から10月にかけて送付する方の提出期限は令和４年10月３１日（月）です。

 老齢または退職を支給事由としている年金の支給額が以下に該当する方です。

記入時における注意点
 申告書の提出が不要な場合があります。

前年（令和４年）分の申告書を提出いただいた方には、予め前回の申告内容を印

刷しています。

前年分の申告内容から「変更なし」の場合、申告書左上にある、ア．「前年から

「変更なし」で申告します。」に○を付し、氏名を記入のうえ提出してください。

その他の項目は記入不要です。

令和5年以降に国外にお住まいの配偶者以外の扶養親族を控除対象とするために

は、扶養親族の要件（受給者と生計を一にする年間所得見積額が48万円以下の親

族）に加え、以下のいずれかに該当することが必要となります。

国外にお住まいの扶養親族については、申告書に新たな記入が必要となります。

詳しくは申告書に同封しているリーフレットをご覧ください。

送付対象者

・ 受給者本人が障害者、ひとり親等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養

親族、退職手当を受ける見込みの配偶者または扶養親族がいない方

・ 源泉徴収段階で人的控除の適用を受けず、翌年の確定申告により控除を受ける方

① 対象者の年齢が30歳未満、または、70歳以上であること

② 対象者が①に該当せず、留学のため国内に住所・居所を有しなくなったこと

③ 対象者が①に該当せず、障害者に該当すること

④ 対象者が①に該当せず、年金受給者より、その年において生活費または教育

費に充てるための送金を、年間38万円以上受ける見込みであること

税制改正による変更

・65歳未満の方：108万円以上

・65歳以上の方：158万円以上（退職共済年金（JR、JT、NTT、農林共済）の

受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方の場合は、退職共済年金の支

給額が80万円以上）

提出しなくとも、所得税率が5.105％となりますので、以下のとおり各種控除を

受けない場合は提出は不要です。

 前年の申告から変更がない場合は、その旨以外の記入は不要です。

 国外に居住している扶養親族を控除対象とする場合



4 ＜ ＞September2022 Vol.77

令和5年に退職手当等を受ける見込みのある配偶者・扶養親族がいる場合、令和6

年度の個人住民税の決定に必要となるため、「退職所得を除いた年間所得見積額」

をご記入ください。退職手当等を受ける見込みのない方については記入不要です。

詳しくは申告書に同封しているリーフレットをご覧ください。

マイナンバーの記入について
 配偶者・扶養親族のマイナンバーの記入は、省略できる場合があります。

ご不明な点がある場合

日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）に掲載していますの

で、ご利用ください。

また、日本年金機構ホームページでは、扶養親族等申告書に関するよくあるお問

い合わせに自動でお答えする相談チャットを開設しています。24時間いつでも対

応していますので、ぜひご利用ください。

【扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル】
ナビダイヤル ０５７０-０８１-２４０
050から始まる電話の場合 (東京) ０３-６８３７-９９３２

受付時間 : 月曜日 午前8:30～午後7:00
火～金曜日 午前8:30～午後5:15
(月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00まで)
第２土曜日 午前9:30～午後4:00
※祝日（第２土曜日を除く）12月29日～1月3日はご利用いただけません。

★ 次頁に、申告書の様式見本を掲載しましたので、あわせてご確認ください。

マイナンバーの記入をお願いします（マイナンバーが確認できる書類のコピー

の添付は不要です）。

なお、マイナンバーの記入がない場合でも、日本年金機構は申告書を受理し、

申告内容に基づいて源泉徴収を行います。

※ その他の記入方法は、同封しているリーフレットを参照してください。

令和５年分においては、マイナンバーの記入は省略できます。

この場合、申告書のマイナンバー欄には「収録済」と印刷され、記入欄に「＊」

が印刷されています。

前回までの申告書において、控除対象となる配偶者・扶養親族のマイナンバーを

税制改正による変更（続き）

 扶養親族等申告書に関するご不明な点がある場合のお問い合わせ

 申告書に関する概要・記入方法・よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）について

 配偶者・扶養親族が退職手当等を受ける場合

 記入していただいている方

 記入していただいていない方

「扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル」で受付します。お近くの年金事務所

と併せてご案内ください。



5 ＜ ＞September2022 Vol.77

令和５年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（おもて）
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令和５年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（うら）
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「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を発送します

（特定事業部・国民年金部）

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象と

なります（その年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です）。

社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料

（国民年金保険料）控除証明書」（又は領収証書）を添付する必要があります。

国民年金保険料を納付した時期によって、「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」の発送時期が異なります。

お客様から控除証明書の発送時期についてお問い合わせがあったと

きは注意しましょう！

次頁に「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するQ&Aをご用意しました

ので、お客様からのお問い合わせにぜひご活用ください。

発送時期 対象者

①
令和４年１0月下旬から

11月上旬にかけて順次発送

令和４年１月１日から令和４年９月３０日まで
の間に国民年金保険料を納付された方

② 令和５年２月上旬
令和４年１０月１日から令和４年１２月３１日
までの間に国民年金保険料を納付された方
（①の対象者は除きます。）

なお、令和４年１０月から社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を、マイナ

ポータルに電子送付するサービスの開始を予定しています。

また、国税庁ホームページに令和４年分確定申告（令和５年１月）から電子送付し

た控除証明書の利用が可能となる旨が掲載されているところです。

電子送付サービスについては、次号のかけはしで詳細を説明いたします。

日本年金機構からは下記のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明

書」を対象者宛てに発送します。

＜ ＞September2022 Vol.77
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Q：質問 Ａ：回答

１

「社会保険料（国
民年金保険料）控
除証明書」とは何
ですか。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」（以下「控除証
明書」といいます。）は、令和４年中（令和４年1月1日から令和
４年12月31日）に納めていただいた国民年金保険料の納付額を証
明する書類です。
国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合

には、年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書を申
告書に添付することが義務付けられています。

２ 社会保険料控除と
は何ですか。

社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料（国民年金、国民
健康保険、健康保険・厚生年金保険など）を納めたとき、または、
配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受
けられる所得控除のことをいいます。
申告できる金額は、令和４年中に納めた社会保険料の金額です。

３
控除証明書はどの
ような人に発送さ
れるのですか。

令和４年１月１日から令和４年１２月３１日までの間に、国民
年金保険料を納めていただいた方（被保険者ご本人宛）に発送し
ます。

４ 控除証明書の発送
時期はいつですか。

令和４年１月１日から令和４年９月３０日までの間に国民年金
保険料を納付された方には、日本年金機構より令和４年１０月下
旬から１１月上旬にかけて順次発送する予定です。
なお、令和４年10月1日から令和４年12月31日までの間に、国

民年金保険料を納付された方（※）につきましては、令和５年2月
上旬に発送する予定です。
※令和４年１月１日から令和４年9月３0日までの間に国民年金
保険料を納付された方は除きます。

５

被用者年金（厚生
年金保険、共済組
合等）の加入者に
控除証明書は発送
されますか。

被用者年金の加入者の方でも、令和４年中に国民年金保険料を
一度でも納付された場合は、日本年金機構から国民年金保険料に
ついての控除証明書を発送します。
なお、被用者年金（厚生年金保険、共済組合等）の保険料につ

いては、お勤め先で控除額を算出の上、市区町村や税務署に届出
しますので、日本年金機構で被用者年金の保険料について控除証
明書を作成し、その加入者の方に発送することはありません。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するQ&A

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よくあるご質問（Ｑ＆

Ａ） 等について 、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）に掲載

します（令和４年１０月上旬掲載予定）。ぜひご利用ください 。

また、同ホームページに、お客様からの照会に対してチャットの形式で自動的に応答

するチャットボット（控除証明書相談チャット）を開設します（令和４年１０月下旬予

定）。

＜ ＞September2022 Vol.77
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また、本誌24～25頁の「広報の広場」に市区町村広報紙用の原稿を掲載しました。

市区町村広報紙を通じて、地域住民の方に広くご理解いただくため、是非ともご活用

ください。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するご相談については、
以下の「ねんきん加入者ダイヤル」でもお受けしています。

「ねんきん加入者ダイヤル」

電話番号
（ナビダイヤル）０５７０－００３－００４

（東京）０３－６６３０－２５２５
受付時間
・月～金曜日

・第２土曜日

※ 祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。

０５０から始まる電話の場合は、

 ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は、全国どこからでも市
内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）
からおかけになる場合は通常の通話料金がかかります。

 「（東京）０３－６６３０－２５２５」の電話番号におかけになる場合は、通常
の通話料金がかかります。

 「０５７０」の最初の「０」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっ
ているケースが発生していますので、おかけ間違いのないようご注意ください。

午前８：３０～午後７：００

午前９：３０～午後４：００

留意事項

＜ ＞September2022 Vol.77



令和４年10月から「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書」及び「国民年金保険

料口座振替辞退申出書」の様式を変更します。

主な変更点は、以下のとおりです。

10

国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書等の様式を変更します

（国民年金部）

変更後の申出書が必要な際は、管轄の年金事務所までご連絡ください。

お客様より旧様式で提出があった場合でも、引き続き受付は可能です。

国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書

〇「振替方法のみ変更」する場合のチェック欄を設けました。

〇銀行等で口座振替を利用する場合の口座番号を右詰めで記
入するようにしました。

〇ゆうちょ銀行で口座振替を利用する場合の口座名義人住所
欄を廃止しました。

〇被保険者控えを廃止しました。

国民年金保険料口座振替辞退申出書

〇銀行等で口座振替を利用する場合の口座番号を右詰めで記
入するようにしました。

〇ゆうちょ銀行で口座振替を利用する場合の口座名義人住所
欄を廃止しました。

〇被保険者控えを廃止しました。

変更後のレイアウトは13～14頁を参照してください。

変更後のレイアウトは15～16頁を参照してください。
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記入例（表）
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記入例（裏）
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国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書
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国民年金保険料口座振替依頼書
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国民年金保険料口座振替辞退申出書
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国民年金保険料口座振替辞退（取消）通知書
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予約による年金相談周知用チラシ及びポスターの変更

（相談・サービス推進部）

17

日本年金機構では、全国の年金事務所及び街角の年金相談センターにおいて予約による

年金相談を受け付けております。

また、お客様の利便性向上のため、令和3年5月よりインターネットによる年金相談予約

（以下「ネット予約」という。）の予約受付を開始し、現在は老齢年金の請求に関する手

続き・相談を対象として予約受付を行っています。

掲示・配布にご協力いただいている市区町村におかれましては、従来のチラシ・ポス
ターの差し替えにご協力いただきますようお願い申し上げます。
また、老齢年金請求手続きの予約をご案内いただく際には、引き続き、インターネッ

トからの年金相談予約をお勧めしていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

日本年金機構ホームページからＰＤＦデータをダウンロードできます。
トップページからＰＤＦデータの格納先までの遷移手順は、以下のとおりです。

この度、予約による年金相談の周知用チラシ及びポスターについて、ネット予約の案内

を加えるため、デザイン変更を行いました。

（表面のみ）（表面） （裏面）

変更後のチラシ 変更後のポスター

社会保険労務士、年金委員、市区町村担当者の方

市区町村国民年金事務担当者の方へ
市区町村国民年金事務担当者の皆さまへご活用いただきたい情報をご紹介します

＞
＞

＞
＞

＞

年金の制度

申請・届出様式

年金のご相談に関する情報

よくある質問（年金Ｑ＆Ａ）

担当者向け情報誌「かけはし」、新任担当者向け研修資
料、統計情報

社会保険労務士 年金委員 市区町村担当者の方の詳細ページへ

＞電子申請・電子媒体申請
（事業主・社会保険事務
担当の方）

＞年金委員通信

＞主な疑義照会とその回答について ＞「日本年金機構からのお知らせ」

＞市区町村向け情報誌「かけはし」 ＞学生納付特例対象校一覧

障害のある方年金を受給している方
年金を請求する方

社会保険労務士
年金委員

市区町村担当者

①バナーを
クリック

年金のご相談に関する情報

予約相談チラシ・ポスター
予約相談の周知にご活用ください。

↓ 予約相談チラシ（両面）（PDF)

↓ 予約相談ポスター（PDF）

※チラシはA4、ポスターはA3以上で印刷をお願いします。

②「年金のご相
談に関する情
報」をクリック

③上記リンクを
クリックすると
ダウンロード
できます。

＜ ＞September2022 Vol.77
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日本年金機構ホームページの「市区町村国民年金事務担当者の方へ」をリニュー
アルしました （事業推進統括部）

＜ ＞September2022 Vol.77

日本年金機構ホームページ（以下「機構HP」という。）では、市区町村の国民年金事務

のご担当者様向けに「市区町村国民年金事務担当者の方へ」ページで情報提供を行ってお

ります。今般、この「市区町村国民年金事務担当者の方へ」をリニューアルしましたので、

その内容をお知らせします。

リニューアル前

パンフレットの掲載先って…？
届出様式の掲載先って…？
該当ページまでの行き方が
分からない…

〇「市区町村国民年金事務担当者の方へ」ページで、国民年金事務に係る各種情
報（制度内容、届書・申請書の様式、記入例等）を確認できるよう、掲載項目
の見直しを行いました。

〇 上記に伴い、「市区町村国民年金事務担当者の方へ」ページから、機構HP
内の各種ページへ画面遷移できるようにしました。

リニューアル内容のポイント

リニューアル後の画面は、令和４年９月１日（木）から公開しています。

当該画面のイメージを次ページに掲載しましたので、ご確認ください。

また、日々の業務において、より一層「市区町村国民年金事務担当者の方へ」を

ご活用くださいますようお願い申し上げます。

社会保険労務士、年金委員、市区町村担当者の方

市区町村国民年金事務担当者の方へ

【機構HP トップページ】

②バナーを
クリック

機構HPのトップページか
ら市区町村職員向けペー
ジへの遷移手順は右の図
のとおりです。

③市区町村職員向け
ページに遷移します。

①右端のタブ
をクリック

第76号（令和4年7月4日）

最新号

予約相談について

チラシ（両面）(PDF)
ポスター（PDF）

予約相談の周知にご活用ください。

その他の掲載号はこちら
「かけはし」一覧

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」

学生納付特例対象校一覧

学生納付特例対象校一覧
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リニューアル後（令和４年９月１日～）

掲載事項を5つのトピックに分類しました。
それぞれのリンクをクリックすると表題先へ
スクロール遷移します。

機構HP内の各ページとリンクしています。
クリックすると表題先へ画面遷移します。

市区町村国民年金事務担当者の方へ
市区町村国民年金事務担当者の皆さまへご活用いただきたい情報をご紹介します。

＞国民年金の加入
＞国民年金の保険料
＞国民年金保険料の免除・猶予・追納
＞海外への転出 海外からの転入
＞通知書の見方を調べる
＞パンフレット（年金の制度や仕組み、保険料に関するもの）

年金の制度

申請・届出様式

＞学生納付特例対象校一覧

学生納付特例対象校一覧

＞年金受給者（老齢年金・障害年金・遺族年金）に関する届書・申請書一覧
＞老齢年金・障害年金・遺族年金以外の給付に関する届書

ねんきんダイヤル等の電話番号はこちらをご覧ください。
＞電話での年金相談窓口
年金事務所等の住所や電話番号はこちらをご覧ください。
＞全国の相談・手続き窓口
ねんきんダイヤル・年金事務所の混雑状況の予測はこちらをご覧ください。
＞年金相談の混雑状況のご案内
委任状の様式のダウンロードや書き方はこちらをご覧ください。
＞年金相談を委任するとき

年金のご相談に関する情報

＞最新号
＞その他の掲載号

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」

＞統計情報

＞市区町村国民年金事務新任担当者向け研修資料
市区町村国民年金事務新任担当者向け研修資料

よくある質問（年金Q&A）
＞年金Q&A（国民年金）
＞年金Q&A（年金の受給）
＞年金Q&A（海外への転出 海外からの転入）

統計情報

年金の制度
申請・届出様式
年金のご相談に関する情報
よくある質問（年金Ｑ＆Ａ）
担当者向け情報誌「かけはし」、新任担当者向け研修資料、統計情報

国民年金

＞年金を受給している方 年金を請求する方
＞海外への転出 海外からの転入
＞通知書の見方を調べる
＞パンフレット（年金の給付に関するもの）

年金の受給

国民年金

＞国民年金関係届書・申請書一覧

年金の受給

担当者向け情報誌「かけはし」、新任担当者向け研修資料、統計情報

予約相談チラシ・ポスター

予約相談チラシ（両面）(PDF)
予約相談ポスター（PDF）

予約相談の周知にご活用ください。



20

11月は「ねんきん月間」、11月30日（いいみらい）は「年金の日」です！

（相談・サービス推進部）

日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置付け、

国民の皆様に公的年金制度に対する理解を深めていただくための取組を行っています。

また、11月30日の「年金の日」は、国民の皆さまに「ねんきんネット」等を活用して

ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認していただき、高齢期の生活設計に思いを巡ら

していただくことを目的にしています。

各自治体の皆様方におかれましても、 「ねんきん月間」及び「年金の日」趣旨をご理解いただ
き、掲示や周知にご協力をいただきますようお願い申し上げます。

「ねんきん月間」や「年金の日」の主な活動予定

● 年金セミナーや年金制度説明会の実施
教育機関や企業等で、年金セミナーや年金制度説明会の

実施に積極的に取り組んでいます。なお、年金セミナー等

は、オンライン形式でも行っています。

● 出張年金相談会の実施
全国各地の様々な場所（市区町村、自治会、商業施設及

びその他イベント会場等）で出張年金相談会を実施します。

● 機構公式Twitterでのミニ講座の発信
機構公式Twitterを活用した年金制度に関するミニ講座

を発信します。公的年金制度や手続きの案内をコンパクト

にツイートします。

● 機構ホームページ内に「ねんきん月間」ページを設置
全国の年金事務所の取組案内のほか、分かりやすく年金

制度について学べるコンテンツを掲載予定です。

● 「わたしと年金」をテーマにしたエッセイ受賞作品の公表
例年、広く国民の皆様から、応募者ご自身やご家族との

公的年金制度の関わり、公的年金への考えなどをテーマに

したエッセイを募集しており、令和4年度の受賞作品を機

構ホームページに公開する予定です。

● 年金委員表彰式の開催
年金委員(※)の公的年金に係る事業の円滑な推進、年金

委員活動の更なる活性化を目的として、功績が特に顕著と

認められる方に対し、表彰状を授与します。

※ 年金の制度や手続きについて、会社や地域において周知・啓発、

相談、助言などの活動を行う民間協力員です。

令和４年度「ねんきん月間」ポスター

令和４年度「年金の日」ポスター

＜ ＞September2022 Vol.77
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障害年金センター

第 29回 !

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務

での注意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。

毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今

後ともよろしくお願いいたします。

さて、今回のテーマは、 です！緊急事態宣言解除後の対応について

＜ ＞September2022 Vol.77

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた特例措置により、これまでの障

害等級で年金をお支払いしておりました。

今号では、この特例措置の終了に伴い、年金額が減額改定又は支給停止となる方にも

支給額変更通知書を送付しますので、その対応についてお知らせします。

１．年金額の改定等

緊急事態宣言等を踏まえた特例措置が終了し、確認用診断書（かけはし74号参照）

の提出期限を迎えたため、令和４年７月分（8月定期支払）の年金から減額改定又は

支給停止となる方に対し改定処理等を行い、支給額変更通知書等を送付しています。

※８月から１０月に送付する支給額変更通知書には、特例措置の対象ではない通常の

減額改定又は支給停止となる者も含まれています。

２．支給額変更通知書の送付時期

上記１．の対象者への支給額変更通知書は、８、９、10月の上旬に送付されます。

診断書の提出時期 年金額改定等の時期

令和３年２月末日の方 令和４年７月分（８月定期支払）から

令和３年３月末日～11月末日の方 令和４年８月分（10月定期支払）から

診断書の提出時期 支給額変更通知書の送付時期

令和３年２月末日の方 令和４年８月４日（送付済）

令和３年３月末日～11月末日の方 令和４年９月６、８、12日
令和４年10月６日

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij3rm3j93VAhWEgLwKHfh_C5UQjRwIBw&url=http://taxxreturn.com/category/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89/&psig=AFQjCNGfiPYcOUVektH6ehEiejsvb-AbIA&ust=1503019764330796
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今後、障害の状態が悪化※1した場合は、支給停止事由消滅届等を提出することができま
すので、その取扱いを支給停止、減額改定別にご紹介します。

① 支給停止となった方
「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」に障害状態が悪化した時点の診断
書を添付の上、届出することができます。

② 減額改定となった方
年金額が改定された場合、原則、改定された日から１年を経過した日後に「額改定請
求書」に診断書を添付して請求することができます。

なお、障害給付※2の受給権があるお客様の障害状態が悪化した場合の「老齢・障害給付
受給権者支給停止事由消滅届」及び「額改定請求」の一般的な取扱いについては、以下を
ご参照ください。

老齢基礎年金・老齢厚生年金・障害基礎年金・障害厚生年金を受ける権利は持ったま
ま何らかの事由で年金の全額が支給停止されていた受給権者が、支給停止された事由が
なくなった時に提出する届書が「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」です。

年金の支給停止事由が消滅する要件は、次のいずれかに該当した時です。
① 選択していた年金の受給権が消滅したとき、または支給停止となったとき
② 障害等級に定める程度の障害状態になったとき
③ 支給停止期間が満了したとき

３．支給停止事由消滅届について

年金の支給停止事由が消滅する要件を満たした場合は、すぐに提出ができます。
※次の５．で説明する額改定請求書の様に１年を待つ必要はありません。

審査の結果、支給停止した事由の消滅が認められた場合は、支給停止事由が消滅した
日の属する月の翌月分から年金を受け取ることができます。

４．支給停止事由消滅届の提出時期

５．額改定請求について

障害給付を受給中であるお客様の障害の状態は、前号（かけはし76号）でご紹介し
たとおり、定期的にご提出いただいている「障害状態確認届」で確認しますが、お客様
の障害状態が現在より悪化した時に、障害年金の額の改定請求を行うことができます。

（例）令和２年１２月に「障害状態確認届」を提出し、次回診断書提出月が令和５年
１２月の方が、令和４年１月に障害状態が悪化した場合は、「額改定請求書」に
診断書を添えて請求することができます。

なお、額改定請求時に添付する診断書は、請求される障害の種類によって、それぞれ
使用する様式が定められています。

＜解説＞

※１ 現在受給中の傷病と同一の支給事由による障害の状態が、障害等級表の現在の等級よりも上位の等級に該当する
状態のことをいいます。

※２ 障害給付とは、障害基礎年金、障害厚生年金のほか、旧三共済、旧農林共済、旧法による障害年金を含みます。
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６．額改定請求書の提出時期

額改定請求書の請求日が、厚生労働大臣の診査を受けた日（診査日）から起算して
“1年を経過した日後”であることが必要です。

（ポイント）
前回診査日が令和３年４年１日の場合、額改定請求は令和４年４月２日以降に可能
※ 前回診査日の確認は、年金事務所または市区町村専用ヘルプデスクにお問い合わ

せください。

ただし、障害の状態が悪化したことが明らかな場合（厚生労働省令で定める特定の
事例）は、１年を待たずに「額改定請求」を行うことができます。
※詳細についてご確認したい場合は、事前にご相談してください。

額改定請求書に添付する診断書の現症年月日は、請求日前3月以内の日付であること
を確認してください。

審査の結果、上位等級に該当し、額改定が行われる場合は、請求日の属する月の翌月
分から額改定された年金を受け取ることができます。

今年がちょうど障害状態確認届の提出年であるため、機構から
「障害状態確認届」が送付されてきましたが、障害状態が悪化し
たので、額改定請求を行いたいと思います。機構から送付された
「障害状態確認届」は破棄していいですか？

～こんなときどうする？～

このような場合は、障害状態確認届の処理も併せて行う必要があるため、
機構から送付した「障害状態確認届」は、破棄せずに額改定請求書に添付
した診断書と一緒に提出してください。（お送りした「障害状態確認届」
は、額改定請求用の診断書としてもお使いいただけます。）

令和４年８月分（令和４年10月支払分）の年金から減額となり
ました。今後、障害の状態が悪化した場合、額改定請求ができる
のはいつからですか？

令和４年８月分から減額した場合は、令和４年７月１日の診査により改
定することが決定され、その翌月分から減額改定されたことになります。
このため、診査日（令和４年７月１日）から１年を経過した日の翌日で

ある令和５年７月２日以降、額改定請求をすることができます。
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国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

広報の広場

市区町村広報紙の原稿にご利用ください！

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得か

ら控除されますが、控除の対象となるのは、令和４年中（令和４年1月1日から令和４年

12月31日）に納められた保険料の全額です（令和４年中に納められたものであれば、過

去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります）。

本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調

整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。

このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控

除証明書」が対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年

末調整や確定申告の際に使用してください。

なお、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、

ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。

国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など、

万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めま

しょう！

原稿１

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」について、市区町村広報紙用の原
稿を２種類用意しました。市区町村広報紙を通じて、地域住民の方に広くご理解い
ただくため、是非ともご活用ください。

発送時期 対象者

①
令和４年１0月下旬から

11月上旬にかけて順次発送
令和４年１月１日から令和４年９月３０日まで
の間に国民年金保険料を納付された方

② 令和５年２月上旬
令和４年１０月１日から令和４年１２月３１日
までの間に国民年金保険料を納付された方
（①の対象者は除きます。）
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広報の広場

市区町村広報紙の原稿にご利用ください！

日本年金機構から、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象者宛てに発送

されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用し

てください。

発送スケジュールは次のとおりです。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

等については、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）に掲載される予

定（令和４年１０月上旬予定）ですので、ぜひご利用ください 。

また、同ホームページに、お客様からの照会に対してチャットの形式で自動的に応答す

るチャットボット（控除証明書相談チャット）が開設される予定（令和４年１０月下旬予

定）です。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するご相談については、次のダイヤル

でもお受けしています。

国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など、

万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めま

しょう！

問い合わせ先の名称 ねんきん加入者ダイヤル

電話番号

（ナビダイヤル）０５７０－００３－００４

０５０から始まる電話の場合は、（東京）０３－６６３０－２５２５

・月～金曜日 午前８：３０～午後７：００

・第２土曜日 午前９：３０～午後４：００

・休日・祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

原稿２

発送時期 対象者

①
令和４年１0月下旬から

11月上旬にかけて順次発送
令和４年１月１日から令和４年９月３０日まで
の間に国民年金保険料を納付された方

② 令和５年２月上旬
令和４年１０月１日から令和４年１２月３１日
までの間に国民年金保険料を納付された方
（①の対象者は除きます。）

受付時間
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地域の独自情報

些細なことをきっかけに、手拭き用に使っていたものをハンドタオルから「手ぬぐ
い」に切り替えました。洗濯機は使用できないので、毎日水で手洗いするという手間
はありますが、嵩張らないし、速乾だし、かなり快適です。単色染めの手ぬぐいを何
枚か購入したのですが、それを薄→濃に並べると本当にきれいなグラデーションにな
るんです。ささやかなことでも、生活に変化をつけると新鮮な気持ちになれますね。

さて、「かけはし」は皆様方のご意見とご要望をいただきながら、様々な情報を提
供していきたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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